
令和４年11月21日 定例記者会見資料
地域・市民生活部 人権・男女共同参画課

１

人権を尊重し、誰もが住みよく開かれた
長野市をみんなの理解でつくります！

長野市パートナーシップ宣誓制度



２

性的少数者の方の生きやすさの選択肢を広げることにより、性的少

数者の方が自分らしく安心して暮らしていけるよう、性的少数者の方

を含むお二人が、お互いを人生のパートナーとして宣誓する「長野市

パートナーシップ宣誓制度」を導入いたします。

制度の導入により、宣誓されたお二人の思いを受け止め、応援して

いくとともに、市民や事業者の皆様の理解を深め、多様性が尊重され

誰もが幸せを実感できる社会を目指します。

長野市パートナーシップ宣誓制度とは



３

一方又は双方が性的少数者であることのほか、次の要件をすべて満た
している。

• お二人とも成年（満18歳以上）に達している。

• 宣誓しようとするお二人のうち、少なくともどちらか一方が長野市
内に住所がある、または宣誓の日から30日以内に市内への転入を予
定している。

• お二人とも配偶者（事実婚関係も含む）がいない。

• 宣誓するお二人以外の方とパートナーシップに相当する関係がない。

• お二人の関係が近親者（直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻
族）（養子縁組の場合を除く）でない。

宣誓することができる方



４

１ 概ね５開庁日前までに宣誓日の事前予約（日時、氏名等）

・事前予約受付開始：令和４年11月21日（月）から

２ 予約した日時にお二人でお越しいただき、宣誓

・提出書類：住民票の写し、独身を証明する書類、本人確認書類等

・プライバシーに配慮し個室で行う。

・宣誓手続きは無料。提出書類の発行手数料は自己負担

３ 受領証（１枚）及び受領カード（２枚）を宣誓者へ交付

宣誓手続き



受領証、受領カード（見本）

５

パートナーシップ宣誓書受領証
（Ａ４サイズ）

パートナーシップ宣誓書受領カード
（カードサイズ）

                    第  号 
 

パートナーシップ宣誓書受領カード 
 

長野市パートナーシップ宣誓制度実施要綱の規定に基づき、 

パートナーシップの宣誓をされたことを証します。 

本人          パートナー 

       様         様 
   （   年 月 日生） （   年 月 日生） 

        年  月  日 

長野市長        印  
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長野市パートナーシップ宣誓制度実施要綱の規定に基づき、 

パートナーシップの宣誓をされたことを証します。 

本人          パートナー 
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   （   年 月 日生） （   年 月 日生） 

        年  月  日 

長野市長       印     
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パートナーシップ宣誓書受領カード 
 

長野市パートナーシップ宣誓制度実施要綱の規定に基づき、 

パートナーシップの宣誓をされたことを証します。 

本人          パートナー 

       様         様 
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 ここにお二人が、「長野市パートナーシップ宣誓制度実施要綱」の規定に 
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受領証、受領カード



〇 受領証等の提示により、受けられるサービス

〇 受領証等の提示により、委任状の作成が省略できるサービス

〇 パートナーと同居していることにより受けられるサービス

※このほか、受領証等の提示がなくても受けられるサービスもあります。

長野市の行政サービス

６

長野県の行政サービス

宣誓制度利用により受けられるサービス（令和４年11月21日現在）

●民間事業者のサービス
・宣誓制度を利用して受けられる、民間事業者のサービスもあります。

・今後、事業者と調整が取れたものから、順次、公表していきます。

1 市営住宅等の入居 2 亡くなった方の個人情報の提供 3 保育所等の利用や認定申請等

1 り災（届出）証明申請

1 死亡届出等の提出 2 生活保護で同一世帯として認定 3 母子健康手帳交付（申請等）

4 不妊への特定治療支援事業 5 放課後子ども総合プラン

1 県営住宅への入居 2
県立病院における面会、手術等
への同意



４

～これからのLGBTQ～

場所

12.17
14：00～16：30
（開場13:15）

勤労者女性会館しなのき

（長野市大字鶴賀西鶴賀町1481-1）

２階 ホール

アニメ「タッチ」
上杉達也の声で
おなじみ

要事前申込

電話、または参加者全員の住所・氏名・電話番号を記
入の上、郵送、ファックス、Ｅメール、「ながの電子
申請サービス」のいずれかで人権・男女共同参画課へ

ポスター265点、
標語2,621点の応
募作品の中から入
賞・入選に選ばれ
た方へ市長から表
彰状を授与します。

場所

コンクール入賞作
品と共に、作品に込
められた思いや願い
もご覧いただけます。

７

声優であり、性的少数者の当事者でもある三ツ矢雄二さん
を迎え、ご自身の体験談や性の多様性を認め合うヒントを
お話しいただきます。


